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９．土壌汚染  

9.1 現況調査結果 

土壌の調査は，図 9-1に示すとおり，事業計画地内の表層土壌の状況を把握するため，環境基準項目

等及びダイオキシン類について土壌調査を 4地点で実施しました。なお，掘削により発生した掘削土壌

は盛土や覆土として利用されることから，この深層土壌の状況を把握するため，ボーリングコア試料を

利用し，環境基準項目等（揮発性有機化合物を除く）について土壌調査を 6地点で実施しました。また，

環境基準項目には該当しないマンガン及び鉄についても，赤水，黒水の原因となることから，測定項目

に追加しました。 

 

 

図 9-1 土壌調査地点 

 

（１）表層土壌調査結果 

表層土壌の調査結果は，表 9-1に示すとおりです。 

環境基準項目及びダイオキシン類については，全地点で環境基準値を下回りました。 

また，鉄は St.2と St.4で，マンガンは St.3と St.4 で検出されました。 
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表 9-1 表層土壌調査結果 

測 定 項 目 単 位 
定量 

下限値 
St.1 St.2 St.3 St.4 環境基準値 

環
境
基
準
項
目 

カ ド ミ ウ ム ㎎/L 0.001 ND ND ND ND 0.01  以下 

全 シ ア ン ㎎/L 0.1 ND ND ND ND 検出されないこと 

有 機 燐 ㎎/L 0.1 ND ND ND ND 検出されないこと 

鉛 ㎎/L 0.005 ND ND ND ND 0.01  以下 

六 価 ク ロ ム ㎎/L 0.02 ND ND ND ND 0.05  以下 

砒 素 ㎎/L 0.005 ND ND ND ND 0.01  以下 

総 水 銀 ㎎/L 0.0005 ND ND ND ND 0.0005以下 

ア ル キ ル 水 銀 ㎎/L 0.0005 ND ND ND ND 検出されないこと 

P C B ㎎/L 0.0005 ND ND ND ND 検出されないこと 

銅 mg/kg 0.1 0.6 0.3 1.2 1.2 125 未満 

ジクロロメタン ㎎/L 0.002 ND ND ND ND 0.02  以下 

四 塩 化 炭 素 ㎎/L 0.0002 ND ND ND ND 0.002 以下 

1 , 2 - ｼ ﾞ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾀ ﾝ ㎎/L 0.0004 ND ND ND ND 0.004 以下 

1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.002 ND ND ND ND 0.02  以下 

ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ ㎎/L 0.004 ND ND ND ND 0.04  以下 

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.0005 ND ND ND ND 1.0   以下 

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ ㎎/L 0.0006 ND ND ND ND 0.006 以下 

ﾄ ﾘ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ㎎/L 0.002 ND ND ND ND 0.03  以下 

ﾃ ﾄ ﾗ ｸ ﾛ ﾛ ｴ ﾁ ﾚ ﾝ ㎎/L 0.0005 ND ND ND ND 0.01  以下 

1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ ㎎/L 0.0002 ND ND ND ND 0.002 以下 

チ ウ ラ ム ㎎/L 0.0006 ND ND ND ND 0.006 以下 

シ マ ジ ン ㎎/L 0.0003 ND ND ND ND 0.003 以下 

チオベンカルブ ㎎/L 0.002 ND ND ND ND 0.02  以下 

ベ ン ゼ ン ㎎/L 0.001 ND ND ND ND 0.01  以下 

セ レ ン ㎎/L 0.002 ND ND ND ND 0.01  以下 

ふ っ 素 ㎎/L 0.1 ND ND ND ND 0.8   以下 

ほ う 素 ㎎/L 0.01 ND ND ND ND 1.0   以下 

そ
の
他 

鉄 ㎎/L 0.1 ND 0.3 ND 0.3 － 

マ ン ガ ン ㎎/L 0.1 ND ND 0.1 0.1 － 

ダイオキシン類 pg-TEQ/L － 0.25 8.5 7.6 4.9 1,000  以下 

注）ND：定量下限値未満 

     PCB：ポリ塩化ビフェニル 

    銅の環境基準値：「農用地（田に限る。）において，土壌１kgにつき 125mg未満であること」を示します。 

 

（２）深層土壌調査結果（揮発性有機化合物を除く） 

 ①土壌環境基準等 

土壌環境基準等の調査結果は，表 9-2に示すとおりです。 

環境基準項目については，全地点で環境基準値を下回りました。 

また，マンガンは No.8でのみ検出されました。 

  

表 9-2 深層土壌調査結果（土壌環境基準等の方法（弱酸性）） 

ボーリング番号 
Br-1 
花崗岩 

Br-6
花崗岩 

Br-7
花崗岩 

No.5
花崗岩 

No.6
花崗岩 

No.8
湯来層 

環境基準値 

測定項目 単 位 
定量 

下限値 

採取深度(m) － 

8.5～

13.5 

20.0～

24.0 

4.0～ 

9.0 

5.0～

10.0 

10.0～

15.0 

6.0～ 

9.0 
 

環境基準

項目 

銅 mg/kg 0.1 ND ND 0.2 0.1 0.1 4.9 125未満 

ふ っ 素 ㎎/L 0.1 0.1 ND 0.1 ND ND 0.3 0.8  以下 

その他 マ ン ガ ン ㎎/L 0.1 ND ND ND ND ND 0.2 － 

注)ND：定量下限値未満 

   銅の環境基準値：「農用地（田に限る。）において，土壌１kgにつき 125mg未満であること」を示します。 

   全地点の結果が定量下限値未満の測定項目は，記載していません。 
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②酸（１N-塩酸）による溶出 

酸（１N-塩酸）による土壌の溶出試験の調査結果は，表 9-3に示すとおりです。 

検出された測定項目は，六価クロム，砒素，銅，ふっ素，鉄，マンガンでした。 

 

表 9-3 深層土壌調査結果（酸（１N-塩酸）） 

ボーリング番号 
Br-1 
花崗岩 

Br-6
花崗岩 

Br-7
花崗岩 

No.5
花崗岩 

No.6
花崗岩 

No.8
湯来層 

測定項目 単 位 
定量 

下限値 

採取深度(m) 
8.5～

13.5 

20.0～

24.0 

4.0～ 

9.0 

5.0～

10.0 

10.0～

15.0 

6.0～ 

9.0 

六 価 ク ロ ム ㎎/L 0.02 0.03 ND ND ND ND ND 

砒 素 ㎎/L 0.005 0.007 0.008 ND ND ND 0.014 

銅 mg/L 0.1 ND ND ND ND ND 1.6 

ふ っ 素 ㎎/L 0.1 3.1 58 1.6 0.4 0.7 1.1 

鉄 ㎎/L 0.1 84 340 240 46 150 150 

マ ン ガ ン ㎎/L 0.1 7.8 13 8.9 12 12 5.0 

注）ND：定量下限値未満。全地点の結果が定量下限値未満の測定項目は，記載していません。 

 

③アルカリ（0.1N-水酸化ナトリウム）による溶出 

アルカリ（0.1N-水酸化ナトリウム）による土壌の溶出試験の調査結果は，表 9-4 に示すとおりで

す。検出された測定項目は，砒素，銅，セレン，ふっ素，ほう素，鉄でした。 

 

表 9-4 深層土壌調査結果（アルカリ（0.1N-水酸化ナトリウム）） 

ボーリング番号 
Br-1 
花崗岩 

Br-6
花崗岩 

Br-7
花崗岩 

No.5
花崗岩 

No.6
花崗岩 

No.8
湯来層 

測定項目 単 位 
定量 

下限値 

採取深度(m) 
8.5～

13.5 

20.0～

24.0 

4.0～ 

9.0 

5.0～

10.0 

10.0～

15.0 

6.0～ 

9.0 

砒 素 ㎎/L 0.005 ND ND 0.007 ND ND 0.039 

銅 ㎎/L 0.005 ND ND ND ND ND 0.011 

セ レ ン ㎎/L 0.002 ND ND ND ND ND 0.004 

ふ っ 素 ㎎/L 0.1 0.1 ND 0.1 0.8 ND 0.2 

ほ う 素 ㎎/L 0.01 0.04 0.01 0.01 ND ND ND 

鉄 ㎎/L 0.1 0.2 0.2 0.3 ND 0.2 0.2 

注）ND：定量下限値未満。全地点の結果が定量下限値未満の測定項目は，記載していません。 

 

④含有量試験 

土壌の含有量試験による調査結果は，表 9-5に示すとおりです。 

検出された測定項目は，鉛，砒素，総水銀，銅，鉄，マンガンでした。 

 

表 9-5 深層土壌調査結果（含有量試験） 

ボーリング番号 
Br-1 
花崗岩 

Br-6
花崗岩 

Br-7
花崗岩 

No.5
花崗岩 

No.6
花崗岩 

No.8
湯来層 

地殻の含有量 

平均値出典） 
測定項目 単 位 

定量 

下限値 

採取深度(m) 
8.5～

13.5 

20.0～

24.0 

4.0～ 

9.0 

5.0～

10.0 

10.0～

15.0 

6.0～ 

9.0 

鉛 ㎎/kg 0.2 6.4 8.0 4.4 7.0 3.7 4.4 8～23.1 

砒 素 ㎎/kg 0.5 2.3 1.2 ND 1.3 ND 6.7 1～9.32 

総 水 銀 ㎎/kg 0.01 0.01 ND ND ND ND ND 0.054～0.08 

銅 ㎎/kg 0.1 0.4 0.7 0.3 0.5 0.4 47 － 

鉄 ㎎/kg 0.5 6,300 7,800 7,600 6,400 4,400 47,000 － 

マ ン ガ ン ㎎/kg 0.5 190 240 210 240 130 890 － 

注）ND：定量下限値未満。全地点の結果が定量下限値未満の測定項目は，記載していません。 

出典)「建設工事における自然由来重金属等含有岩石・土壌への対応マニュアル（暫定版）」（平成 22年 3月，建設工事 

における自然由来重金属等含有土砂への対応マニュアル委員会） 
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9.2 予測・評価 

土壌汚染の予測手法の概要は，表 9-6のとおりです。 

 

表 9-6 土壌汚染の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・供用 廃棄物の埋立て 有害物質 

現地調査結果及

び事業計画を踏

まえた定性予測 

事業計画地周辺 埋立期間中 

 

（１）存在・供用 

①土壌汚染 

【予測結果】 

予測は，現地調査結果及び事業計画を踏まえ，「廃棄物や覆土の性状」，「埋立作業による影響」の 2

つの視点から定性的な予測を行いました。 

 

◆ 廃棄物や覆土の性状 

「廃棄物」 

● 廃棄物のうち，強風時等に飛散が考えられる焼却灰（廃棄物全体の 43％）については，埋立作

業中に粉じんが舞い上がること等を防ぐため，広島市のごみ焼却施設からの搬出時に十分に加湿

を行います。 

● このことにより，埋立作業中において廃棄物の飛散による土壌汚染の可能性は低いと予測され

ます。 

● また，ダイオキシン類の発生防止対策をとるとともに，焼却灰等の固定化処理（キレート剤処

理等）により，重金属の溶出を回避する措置をとっています。 

● さらに，受入れる廃棄物は，受入基準に適合したものに限定します。 

「覆土」 

● 埋立地内の廃棄物の飛散・流出等を防止するため，ならした廃棄物の上に覆土を行います。覆

土は，事業計画地内の第Ⅰ期工事及び第Ⅱ期工事において，掘削により発生した残土を利用しま

す。覆土に利用する残土は，本項で土壌調査を実施した「表層土壌」や「深層土壌（花崗岩）」

であり，現況の土壌調査結果において環境基準値を下回りました。 

● 場外から覆土材を搬入する場合も，受入基準に適合したものに限定します。 

 

◆ 埋立作業による影響 

「埋立方法」 

● 埋立作業中においては，強風時等の風の影響により，廃棄物の飛散が考えられます。埋立作業

時には，強風時等の風の影響を避けるため，土堰堤の背後から埋立て作業を行います。 

● 廃棄物が露出した状態を回避するため，即日覆土を十分に行います。 

 

「気象条件」 

● 事業計画地において，砂ぼこりが立つ程度の風速である 5.5m/s 以上の風速が出現するのは，

季節ごとに 5～14％，通年で 8％程度となりました。 

 

 

以上より，埋立作業中の廃棄物や覆土の飛散による土壌汚染の可能性は低いと予測されます。 
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【環境保全措置】 

予測結果からは，廃棄物の埋立期間中における，廃棄物の飛散による土壌汚染の影響は小さいと考

えられるものの，環境への影響を回避又は低減することを目的として，表 9-7に示す環境保全措置を

実施します。 

 

表 9-7 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

強風時の作業の一時

中断又は中止 

強風時には焼却灰等廃棄物の飛散のおそれがある作業を一時中断又は中

止することにより，廃棄物の飛散が抑制されます。 

受入廃棄物の確認 
受入廃棄物の確認を徹底し，有害物質の混入を防止しすることにより，

埋立地周辺の土壌汚染の可能性が抑制されます。 

適正な埋立管理 
廃棄物の転圧作業や即日覆土を十分に行い，適正な埋立管理を行うこと

により，廃棄物の飛散が抑制されます。 

廃棄物への散水 廃棄物への散水を十分に行うことにより，廃棄物の飛散が抑制されます。 

廃棄物搬入車両の洗

浄 

廃棄物搬入車両のタイヤ等を洗浄することにより，埋立地外に対する土

壌汚染の可能性が抑制されます。 

 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の実施にあたっては，環境保全措置を実施し，埋立作業に伴う廃棄物や覆土の飛散を低減す

る計画としており，土壌汚染に対する影響を回避又は低減した計画であると評価します。 
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10．動 物  

10.１ 現況調査結果 

事業計画地及びその周辺における動物

の生息状況や重要種の分布状況を確認す

るため，哺乳類（４季），一般鳥類（４季），

猛禽類（1～2回），爬虫類（3季），両生類

（4季），魚類（3季），昆虫類・クモ類（3

季），陸産貝類（3 季），底生動物（3 季）

の現況調査を実施しました。 

調査により確認された動物について，環

境省レッドリスト等に基づき選定した結

果，動物の重要種として表 10-1 に示す種

が確認されました。 

 

 

10.2 予測・評価 

動物の予測手法の概要は，表 10-2に示すとおりです。 

表 10-2 動物の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測地域 予測時期 予測方法 

工事の

実施 

造成等の施工による

一時的な影響 
重要種及びその

分布環境の消

滅・改変の程度 

事業計画地

周辺及び下

流河川 

工事期間中 現地調査結果，

類似事例等によ

る定性予測 
存在・

供用 
最終処分場の存在 埋立期間中 

 

（１）工事の実施及び存在・供用 

【予測結果】 

工事の実施及び存在・供用が動物の重要種お呼びその生息環境に及ぼす影響について予測し，保全

対象種を抽出しました。その結果は，表 10-3に示すとおりです。 

 

表 10-3(1) 保全対象の抽出結果 

区分 種名 確認状況注 1） 予測結果注 2） 保全対象注 3） 

哺乳類 アズマモグラ ◇ △ ● 

鳥 類 

ミサゴ □ △ ● 

ハチクマ ◇ △ ● 

オオタカ ◇ △ ● 

ハイタカ ◇ △ ● 

サシバ ◇ △ ● 

クマタカ ◇ △ ● 

ハヤブサ ◇ △ ● 

ヤマドリ ◇ △ ● 

アカゲラ ■ △ ● 

オオアカゲラ ◇ △ ● 

コノハズク □ △ ● 

アカショウビン ◇ △ ● 

コマドリ □ △ ● 

サンコウチョウ ◇ △ ● 

注 1）確認状況 ■：改変区域のみで確認された。 □：改変区域以外で確認された。 

◇：改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された。 

注 2）予測結果 △：生息環境の一部が改変される。 

注 3）保全対象 ●：予測結果を踏まえた環境保全措置が必要な保全対象種 

表 10-1 確認された動物の重要種 

確認された動物の重要種 種 数 

哺乳類 ①アズマモグラ １種 

鳥類 

①ミサゴ，②ハチクマ，③オオタカ， 

④ハイタカ，⑤サシバ，⑥クマタカ， 

⑦ハヤブサ，⑧ヤマドリ，⑨アカゲラ， 

⑩オオアカゲラ，⑪コノハズク， 

⑫アカショウビン，⑬コマドリ， 

⑭サンコウチョウ 

14種 

爬虫類 ①ニホントカゲ １種 

両生類 
①ブチサンショウウオ，②イモリ， 

③ニホンヒキガエル，④トノサマガエル 
４種 

魚類 ①アカザ，②オヤニラミ ２種 

 昆虫類・ 

クモ類 

①ツマグロキチョウ， 

②キノボリトタテグモ 
２種 

陸産貝類 確認されず － 

底生動物 ①ナベブタムシ，②サワダマメゲンゴロウ ２種 
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表 10-3(2) 保全対象の抽出結果 

区分 種名 確認状況注 1） 予測結果注 2） 保全対象注 3） 

爬虫類 ニホントカゲ ◇ △ ● 

両生類 

ブチサンショウウオ ◇ △ ● 

イモリ ◇ △ ● 

ニホンヒキガエル ◇ △ ● 

トノサマガエル ◇ △ ● 

魚 類 
アカザ □ ◎   

オヤニラミ □ ◎   

昆虫類・クモ類 
ツマグロキチョウ □ ◎   

キノボリトタテグモ □ ◎   

底生動物 
ナベブタムシ □ ◎   

サワダマメゲンゴロウ ◇ △ ● 

合計 

(表 10-3(1)含む) 
26種 － － 21種 

注 1）確認状況 □：改変区域以外で確認された。 

◇：改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された。 

注 2）予測結果 ◎：生息環境は改変されない。 

△：生息環境の一部が改変される。 

注 3）保全対象 ●：予測結果を踏まえた環境保全措置が必要な保全対象種 

 

 

 

確認された重要種のうち，改変区域のみで確認されたアカゲラは，春季に改変区域で飛翔する個体

を目視により確認しました。現地調査で確認された個体は 1個体のみですが，周辺には本種の生息環

境である落葉広葉樹林が点在しているため，周辺も含めて生息環境となっていると考えられ，事業計

画地及びその周辺に広く分布しているものと推定されます。 

改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された種のうち，ブチサンショウウオに関して

は，本種の繁殖場所である渓流部を一部改変することとなるため，事業実施により本種の生息に影響

が生じるものと予測されます。 

クマタカ・オオタカ等の猛禽類に関しては，改変区域を含む事業計画地及びその周辺で飛翔が確認

されており，行動圏の一部として利用されているものと考えられますが，事業計画地内では，採餌行

動や繁殖に関わる行動（巣材運び，交尾，餌運び等）は確認されず，営巣中心域や営巣期高利用域と

して利用している可能性は低いと考えられます。 
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【環境保全措置】 

予測の結果，事業の実施により動物の重要種及びその生息環境に及ぼす影響があると予測されるも

のについて，環境への影響を回避又は低減することを目的として，表 10-4 に示す環境保全措置を実

施します。 

表 10-4 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

残地森林の間伐 現在スギ・ヒノキの植林地として放置されている残地森林部を間伐

等により適切に維持することにより，動植物の多様性が確保されま

す。 

工事工程の調整 今後生息状況が変化する可能性が考えられる猛禽類に対して，営巣

地が改変区域に近づいた場合は，繁殖期を避けて施工することによ

り，繁殖への影響が低減されます。 

個体の移動 工事着手前に事業計画地及びその周辺のブチサンショウウオの生息

状況と移動適地を調査し，専門家の助言を受けながら，改変区域外

の適切な場所へ移動させることにより，事業計画地及びその周辺に

おける個体群が維持されます。 

雨水側溝の工夫 小型動物（哺乳類，爬虫類，両生類等）が脱出可能な構造（スロー

プ等）をもつ雨水側溝を採用することにより，転落した小型動物が

脱出できる経路が確保されます。 

低騒音・低振動型建設

機械の積極的な採用 

低騒音・低振動型建設機械を積極的に採用することにより，工事に

伴う動物全般の生息環境への騒音・振動の影響が低減されます。 

濁水発生の低減 工事期間中に濁水処理施設等を設置する等，「降雨による水の濁り」

で実施する環境保全措置を行うことにより，工事に伴う濁水の発生

が低減され，水域を主な生息域とする種の生息環境が保全されます。 

照明の工夫 照明の位置，点灯時期，光源（LED 照明等），形状等を工夫すること

により，照明による動物への影響が抑制されます。 

在来種による法面緑化 工事で出現する切土・盛土箇所については，在来種による緑化を行

うことで改変区域と周辺の植生を調和させることにより，改変区域

に隣接する動物の生息への影響が抑制されます。 

 

 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の計画・設計にあたっては，埋立てによる谷部の改変を必要最小限とする計画としています。 

動物の現地調査結果より，重要種等の保全対象に係る環境保全措置としては，残地森林の間伐によ

り適切に維持管理することで，動物の多様性を確保することとしています。また，工事工程の調整や，

雨水側溝の工夫等の環境保全措置により影響の低減を図ります。 

改変区域に生息する移動の措置が必要な保全対象種に対しては，工事着手前に事業計画地及びその

周辺の生息状況を調査し，必要に応じて専門家の助言を受けながら，代償措置として適切な場所へ移

動させることとしています。 

さらに，事業実施段階での環境保全措置として，騒音・震動影響の低減や濁水発生の低減，照明の

工夫や在来種による法面緑化などを併せて実施する計画にしています。 

以上のことから，動物への影響をできる限り回避又は低減した計画であると評価します。 
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【事後調査】 

予測結果を踏まえた環境保全措置の効果に不確実性が伴うものについて，環境保全措置の効果を検

証するために事後調査を実施します。事後調査の概要は，表 10-5のとおりです。 

 

表 10-5 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

猛禽類（タカ類・コノハズク等）

の生息状況 
猛禽類（タカ類・コノハズク等）については，

生息状況が変化する可能性が考えられるため，

専門家の助言を受けながら，定期的に出現状

況，繁殖状況等を把握し，必要に応じて適切な

対応をとります。 

 調査時期：工事着手当初，供用後 

 調査地域：事業計画地及びその周辺 

 調査手法：現地調査による確認 

事業者 

ブチサンショウウオの移動個体

の定着状況 
改変区域から周辺の渓流部に移動させたブチ

サンショウウオの定着状況を，専門家の助言を

受けながら追跡調査し，必要に応じて適切な対

応をとります。 

 調査時期：工事着手当初，供用後 

 調査地域：個体の移動先の渓流部周辺 

 調査手法：現地調査による確認 

事業者 

 

     

クマタカ ブチサンショウウオ 
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11．植 物  

11.1 現況調査結果 

植物の調査は，事業計画地及びそ

の周辺において，維管束
い か んそ く

植物
しょくぶつ

（3季），

蘚苔類
せんたいるい

・地衣類
ち い る い

・藻類（1回），菌類

（1～12 月），付着藻類（4 季）の現

況調査を実施しました。 

 

調査により確認された植物につい

て，環境省レッドリスト等に基づき

選定した結果，植物の重要種として

表 11-1に示す種が確認されました。 

 

 

 

 

 

11.2 予測・評価 

植物の予測手法の概要は，表 11-2に示すとおりです。 
 

表 11-2 植物の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測地域 予測時期 予測方法 

工事の

実施 

造成等の施工による

一時的な影響 
重要種及びその

分布環境の消

滅・改変の程度 

事業計画地

周辺及び下

流河川 

工事期間中 現地調査結果，

類似事例等に 

よる定性予測 
存在・

供用 
最終処分場の存在 埋立期間中 

 

（１）工事の実施及び存在・供用 

【予測結果】 

工事の実施及び存在・供用が植物の重要種及びその生息環境に及ぼす影響について予測し，保全対

象種を抽出しました。その結果は，表 11-3に示すとおりです。 

 

表 11-3(1) 保全対象の抽出結果 

区分 種名 確認状況注 1) 予測結果注 2) 保全対象注 3) 

維管束植

物 

クラガリシダ □ ◎  

マルミノヤマゴボウ □ ◎  

トウゴクサバノオ ■ × ● 

ケナシベニバナヤマシャクヤク □ ◎  

ナツアサドリ □ ◎  

ヒガンマムシグサ ◇ △ ● 

エビネ ◇ △ ● 

ナツエビネ ◇ △ ● 

ユウシュンラン ■ × ● 

エビネ属の一種 ◇ △ ● 

注 1）確認状況 ■：改変区域のみで確認された。 □：改変区域以外で確認された。 

◇：改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された。 

注 2）予測結果 ◎：生育環境は改変されない。  △：生育環境の一部が改変される。 

×：生育環境は改変される。 

注 3）保全対象 ●：予測結果を踏まえた環境保全措置が必要な保全対象種 

 

表 11-1 確認された植物の重要種 

確認された植物の重要種 種 数 

維管束植物 

①クラガリシダ，②マルミノヤマゴボウ， 

③トウゴクサバノオ， 

④ケナシベニバナヤマシャクヤク， 

⑤ナツアサドリ，⑥ヒガンマムシグサ， 

⑦エビネ，⑧ナツエビネ， 

⑨ユウシュンラン，⑩エビネ属の一種 

10種 

蘚苔類 

①オオミズゴケ，②クマノゴケ， 

③ヒロハシノブイトゴケ， 

④コウヤトゲハイゴケ，⑤ハシボソゴケ， 

⑥サワクサリゴケ，⑦カビゴケ， 

⑧シロクサリゴケ 

8種 

地衣類 ①トゲトコブシゴケ 1種 

菌類 
①シロマツタケモドキ， 

②ナスコンイッポンシメジ， 

③コンイロイッポンシメジ 
3種 

付着藻類 確認されず － 
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表 11-3(2) 保全対象の抽出結果 

区分 種名 確認状況注 1) 予測結果注 2) 保全対象注 3) 

蘚苔類 オオミズゴケ ◇ △ ● 

クマノゴケ ◇ △ ● 

ヒロハシノブイトゴケ ◇ △ ● 

コウヤトゲハイゴケ □ ◎  

ハシボソゴケ □ ◎  

サワクサリゴケ ◇ △ ● 

カビゴケ ◇ △ ● 

シロクサリゴケ □ ◎  

地衣類 トゲトコブシゴケ ◇ △ ● 

菌類 シロマツタケモドキ □ ◎  

ナスコンイッポンシメジ ■ ×  

コンイロイッポンシメジ □ ◎  

合計 

(表 11-3(1)含む) 
22種 － － 12種 

注 1）確認状況 ■：改変区域のみで確認された。 □：改変区域以外で確認された。 

◇：改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された 

注 2）予測結果 ◎：生育環境は改変されない。 △：生育環境の一部が改変される。 

×：生育環境は改変される。 

注 3）保全対象 ●：予測結果を踏まえた環境保全措置が必要な保全対象種 

 

【環境保全措置】 

予測の結果，事業の実施により植物の重要種及びその生息環境に及ぼす影響があると予測されるも

のについて，環境への影響を回避又は低減することを目的として，表 11-4 に示す環境保全措置を実

施します。 

表 11-4 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

廃棄物搬入車両等

及び工事関係車両

の搬入経路の検討 

モミの大木やカビゴケが分布する自然度の高い恵下谷川沿いの植物の多様性

を確保するために，廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の搬入経路として恵

下谷川沿いを利用しないこと等，土地の改変を減らすことことで，植物への

影響が回避・低減されます。 

個体の移植 

 

工事着手前に，改変区域内のみで確認された保全対象種注）（トウゴクサバノ

オ，ユウシュンラン）の事業計画地及びその周辺における生育状況と移植適

地を調査し，専門家の助言を受けながら，改変区域外の適切な場所へ移植さ

せることにより，事業計画地及びその周辺における個体群が維持されます。 

残地森林の間伐 

 

現在スギ・ヒノキの植林地として放置されている残地森林部を間伐等により

適切に維持することで，植物の多様性が確保されます。 

在来種による法面

緑化 

 

工事で出現する切土・盛土箇所については，在来種による緑化を行うことで

改変区域と周辺の植生を調和させることにより，改変区域に隣接する植物の

生育への影響が低減されます。 

粉じん等の発生抑

制 

 

粉じんが植物の葉に付着することにより，光合成や蒸散等に影響が生じるこ

とが考えられるため，「大気質」の項目で記載した散水や，埋立地の外周部に

飛散防止用のフェンスを設置すること等により，粉じん等の飛散が抑制され

ます。 

踏圧等による影響

の回避 

施工区間外の林内等へ立ち入らないよう，作業員に周知・徹底することによ

り，踏圧等による影響が回避されます。 

濁水発生の低減 

 

工事期間中に濁水処理施設等を設置する等，「降雨による水の濁り」で実施す

る環境保全措置を行うことにより，工事に伴う濁水の発生が低減され，アユ

の餌となる付着藻類が保全されます。 

  注）菌類であるナスコンイッポンシメジについては，移植技術が確立されておらず，別の場所へ移動させる等 

の保護措置をとることができないため，生育の確認を記録するにとどめます。 
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【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の計画・設計にあたっては，埋立てによる谷部の改変を必要最小限とする計画としています。 

植物の現地調査結果より，重要種等の保全対象に係る環境保全措置としては，事業計画の検討時に，

自然度の高い恵下谷川沿いの植物の多様性を保全するために，廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の

搬入経路として恵下谷川沿いを利用しないこと等により，土地の改変を減らすことで植物への影響の

回避・低減を図ります。また，改変区域に生育する保全の措置が必要な保全対象種に対しては，工事

着手前に事業計画地及びその周辺の生育状況を調査し，専門家の助言を受けながら，代償措置として

適切な場所へ移植させることとしています。 

さらに，事業実施段階での環境保全措置として，残地森林の間伐により適切に維持管理することで，

植物の多様性を確保し，在来種による法面緑化，粉じん等の発生抑制，踏圧等による影響の回避，濁

水発生の低減などを併せて実施する計画にしています。 

以上のことから，植物への影響を回避又は低減した計画であると評価します。 

 

 

【事後調査】 

予測結果を踏まえた環境保全措置の効果に不確実性が伴うものについて，環境保全措置の効果を検

証するために事後調査を実施します。事後調査の概要は，表 11-5のとおりです。 

 

表 11-5 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

トウゴクサバノオ 

ユウシュンランの 

移植個体の活着状況 

改変区域から移植した個体の移植先での活着

状況を，専門家の助言を受けながら追跡調査

し，必要に応じて適切な対応をとります。 

 調査時期：工事着手当初，供用後 

 調査地域：個体の移植先 

 調査手法：現地調査による確認 

事業者 

 

   

トウゴクサバノオ ユウシュンラン 
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12．生態系  

12.1 現況調査結果 

【事業計画地及びその周辺の環境類型区分】 

「10.動物」と「11.植物」の現地調査結果を基に，事業計画地及びその周辺に成立している生態系を

以下に示す陸域生態系と水域生態系の 2つに区分しました。 

それぞれの生態系について，「上位性」，「典型性」，「特殊性」のそれぞれの着目種を以下のように選

定しました。なお，生態系の検討は，調査範囲（事業計画地及びその周辺 200m の地域）のなかで成立

しているものについて検討しました。 

 

表 12-1 環境類型区分ごとの注目種 

項 目 
陸域生態系の

注目種 
水域生態系の注目種 

上位性 
生態系を形成する生物群集において栄養段階の上

位に位置する種を対象としました。 
テン カワガラス 

典型性 

生態系の特徴を典型的に表す種を対象としまし

た。具体的には，動植物調査範囲及びその周辺に

優先する動植物種・群落，個体数が多い動物種等

が該当します。 

タゴガエル タカハヤ 

特殊性 
特殊な環境要素や特異な場に分布・生育が強く規

定される種・群集を対象としました。 

カビゴケ 

（葉上に着生） 

ブチサンショウウオ 

（渓流周辺の陸域と

水域の両方が必要） 

 

12.2 予測・評価 

生態系の予測手法の概要は，表 12-2に示すとおりです。 

表 12-2 生態系の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測地域 予測時期 予測方法 

工事の

実施 

造成等の施工による

一時的な影響 

地盤の掘削によ

る生態系の構造

や関連性 
事業計画地

周辺及び下

流河川 

工事期間中 
現地調査結果，

類似事例等に

よる定性予測 存在・

供用 
最終処分場の存在 

最終処分場の出

現による生態系

の構造や関連性 

埋立期間中 

 

【予測結果】 

工事の実施及び存在・供用が生態系の注目種及びその生息環境に及ぼす影響について予測し，保全

対象種を抽出しました。その結果は，表 12-3に示すとおりです。 

 

表 12-3 保全対象の抽出結果 

区分 項目 注目種 確認状況注 1) 予測結果注 2) 保全対象注 3) 

陸域生態系 上位性 テン ◇ △ ● 

典型性 タゴガエル ◇ △ ● 

特殊性 カビゴケ ◇ △ ● 

水域生態系 上位性 カワガラス ◇ △ ● 

典型性 タカハヤ ◇ △ ● 

特殊性 ブチサンショウウオ ◇ △ ● 

合計 6種 － － 6種 

注 1）確認状況 ◇：改変区域を含む事業計画地及びその周辺で広く確認された。 

注 2）予測結果 △：生息・生育環境の一部が改変される。 

注 3）保全対象 ●：予測結果を踏まえた環境保全措置が必要な保全対象種 
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【環境保全措置】 

予測の結果，事業の実施により動物・植物の重要種及びその生息環境に及ぼす影響があると予測さ

れるものについて，生態系への影響を回避又は低減することを目的として，表 12-4 に示す環境保全

措置を実施します。 

表 12-4 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

廃棄物搬入車両等及び

工事関係車両の搬入経

路の検討 

モミの大木やカビゴケが分布する自然度の高い恵下谷川沿いの植物

の多様性を確保するために，廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の

搬入経路として恵下谷川沿いを利用しないこと等，土地の改変を減

らすことにより，植物への影響が回避又は抑制されます。 

個体の移動 工事着手前に改変区域内及びその周辺のブチサンショウウオの生息

状況と移動適地を調査し，専門家の助言を受けながら，改変区域外

の適切な場所へ移動させることにより，事業計画地及びその周辺に

おける個体群が維持されます。 

濁水発生の低減 

 
工事期間中に濁水処理施設等を設置する等，「降雨による水の濁り」

で実施する環境保全措置を行うことにより，工事に伴う濁水の発生

が低減され，水域を主な生息域とするタカハヤや，カワガラスの餌

となる水生昆虫類の生息環境への影響が抑制されます。 

雨水側溝の工夫 

 
小型動物（哺乳類，爬虫類，両生類等）が脱出可能な構造（スロー

プ等）をもつ雨水側溝を採用することにより，転落した小型動物が

脱出できる経路が確保されます。 

残地森林の間伐 現在スギ・ヒノキの植林地として放置されている残地森林部を間伐

等により適切に維持管理することにより，動植物の多様性が確保さ

れます。 

在来種による法面緑化 

 
工事で出現する切土・盛土箇所については，在来種による緑化を行

い，改変区域と周辺の植生を調和させることにより，改変区域に隣

接する動植物の生息・生育への影響が低減されます。 

照明の工夫 

 
照明の位置，点灯時期，光源（LED 照明等），形状等を工夫すること

により，照明による動物への影響が抑制されます。 

低騒音・低振動型建設機

械の積極的な採用 
低騒音・低振動型建設機械を積極的に採用することにより，工事に

伴う動物全般の生息環境への騒音・振動の影響が低減されます。 

 



 95 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の計画・設計にあたっては，埋立てによる谷部の改変を必要最小限とする計画としています。 

生態系の注目種に対する環境保全措置としては，事業計画の検討時に，自然度の高い恵下谷川沿い

の植物の多様性を確保するために，廃棄物搬入車両等及び工事関係車両の搬入経路として恵下谷川沿

いを利用しないこと等により，土地の改変を減らすことで植物への影響の回避又は低減を図っていま

す。 

改変区域に生息するブチサンショウウオに対しては，回避・低減措置がとれないため，工事着手前

に改変区域内及びその周辺の生息状況を調査し，専門家の助言を受けながら，代償措置として適切な

場所へ移動させることとしています。 

河川を主な生息環境とするタカハヤや，採餌環境が河川周辺であるカワガラスに対しては，工事中

及び供用時の下流河川への濁水対策をおこなうことで，生息環境の維持を図ることとしており，雨水

側溝の工夫により，転落した小動物の脱出対策を図ることとしています。渓流においてはこれらの環

境保全措置により，水域生態系を構成する注目種の生息が維持されると見込まれることから，水域生

態系への影響はできる限り回避又は低減されていると考えます。 

また，残地森林の間伐により動植物の多様性を確保し，テンの生息環境やタゴガエルの繁殖環境等

の維持を図ることとしています。森林においてはこのような環境保全措置により，陸域生態系を構成

する注目種の生息が維持されると見込まれることから，陸域生態系への影響はできる限り回避又は低

減されていると考えます。 

さらに，事業実施段階での環境保全措置として，在来種による法面緑化，照明の工夫や騒音・震動

影響の低減などを併せて実施する計画にしています。 

以上のことから，本事業は生態系への影響を回避又は低減した計画であると評価します。 

 

【事後調査】 

予測結果を踏まえた環境保全措置の効果に不確実性が伴うものについて，環境保全措置の効果を検

証するために事後調査を実施します。事後調査の概要は，表 12-5のとおりです。 
 

表 12-5 事後調査の概要 

調査項目 調査内容 実施主体 

ブチサンショウウオの移動個体

の定着状況 
改変区域から周辺の渓流部に移動させたブチ

サンショウウオの定着状況を，専門家の助言を

受けながら追跡調査し，必要に応じて適切な対

応をとります。 

 調査時期：工事着手当初，供用後 

 調査地域：個体の移動先の渓流部周辺 

 調査手法：現地調査による確認 

事業者 

 

 

ブチサンショウウオ 
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13．景 観  

13.1 現況調査結果 

景観の調査は，事業計画地及びその周辺の景観の状況を把握するため，景観資源の状況や主要な眺望

点の状況並びに主要な眺望景観の状況を現地踏査や写真撮影により行いました。 

 

東郷山登山道，恵下谷林道及び国道 433号沿いの湯来町の集落を現地踏査した結果，主要な眺望点と

して 3地点を選定しました（図 13-1参照）。 

 

 

図 13-1 主要な眺望点 

 

 

主要な眺望点からの視認性解析等をとりまとめると，表 13-1～表 13-3のとおりです。 

恵下谷林道(No.1)からは，事業計画地の一部が視認されるため，フォトモンタージュ作成の予測地点

とし，予測・評価を行いました。 

四本杉(No.2)，東郷山山頂(No.3)からは，事業計画地は視認できませんでした。 

 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の 1：25,000(地形図) 

を複製したものです。       （承認番号 平 22 中複 第 33号） 
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表 13-1 恵下谷林道(No.1)の視認性解析 

視点 No.1【恵下谷林道】 

事業計画地までの距離 0.1km 

視認性解析 
・事業計画地方向は，谷を中心としてわずかに視界が開けているため，事業計画地の

視認が可能な状態となっています。 

平成 22年(2010年)5月 1日 【撮影方位：北東】 

 
 

表 13-2 四本杉(No.2)の視認性解析 

視点 No.2【四本杉】 

事業計画地までの距離 2.0km 

視認性解析 

・四本杉や恵下谷山林木遺伝資源保存林などの特定植物群落内に位置することから，

全体的に豊かな自然のイメージがあります。事業計画地方向は四本杉の陰となり，

周辺に雑木林が茂っていることから,事業計画地を視界に捉えることは困難です。 

 また，四本杉を背にして事業計画地方向を見据えた場合も同様に雑木林が茂ってい

ることから，事業計画地を視野に捉えることは困難です。 

平成 22年(2010年)5月 1日 【撮影方位：北北東】 

 

 

表 13-3 東郷山山頂(No.3)の視認性解析 

視点 No.3【東郷山山頂】 

事業計画地までの距離 2.7km 

視認性解析 

・ブナ林等の広葉樹が茂り自然豊かなイメージです。事業計画地の方向は樹木が茂り，

背後には樹間からわずかに空を視認することができますが，事業計画地を視界に捉

えることは困難です。 

平成 22年(2010年)5月 1日 【撮影方向：北北東】 

 

事業計画地 

事業計画地 

事業計画地 
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13.2 予測・評価 

景観の予測手法の概要は，表 13-4のとおりです。 

 

表 13-4 景観の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

存在・供用 
最終処分場

の存在 

景観構成要素の消

滅の有無及び改変

の程度 

フォトモンタ

ージュの作成

による予測 

事業計画地

周辺 
埋立期間中 

 

（１）存在・供用 

 ①最終処分場の存在 

【予測結果】 

フォトモンタージュ法は，現況写真に事業計画地のイメージ写真を合成する手法により，限られた

視点からの景観をあらかじめ検討する場合に有効であることから，予測はフォトモンタージュ法を用

いて実施しました。 

 

景観予測は，フォトモンタージュ法により予測画像を作成し，現況と将来を比較することにより，

景観の変化状況を視覚的に整理しました。その結果は図 13-2のとおりです。 

 

●現況における視界の上半分のうち左側の雑木林と視界奥の谷部の雑木林が最終処分場の門扉 

及びフェンス並びに防災調整池の法面と道路法面に置き換わることになり,視界の 5 割程度が改

変されます。 

●景観構成要素のうち林道や視界右側の杉林はほとんど変化がなく，一方視界左側の雑木林のほと

んどが造成林に置き換わり，視界奥部に少し見えていた空は大きく広がります。 

●以上より，完全に消滅する景観構成要素はなく，置き換わる景観もほとんどが法面や造成林であ

り，積極的に緑化を行うことから，視界奥の門扉・フェンスやブロック等の人工構造物も，圧迫

感はありません。 

 

【現 況】 

 

 

 

【将 来】（第Ⅰ期埋立開始前） 

 

図 13-2 フォトモンタージュの作成による予測結果【恵下谷林道(No.1)】  
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【環境保全措置】 

予測結果から，埋立地の存在による景観への影響を回避又は低減することを目的として，表 13-5

に示す環境保全措置を実施します。 

 

表 13-5 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

工作物(門扉等)の周囲

の色彩との調和 

工作物(門扉等)の色彩を周囲の色彩と調和を図ることにより，工作物に

よる圧迫感が抑制されます。 

法面緑化及び周辺植樹 

法面緑化を行うことにより，法面となる改変部分が目立ちにくくなりま

す。また，周辺植樹を積極的に行うことで，フェンスの基礎となるコン

クリートの部分の視認が困難となり，目立ちにくくなります。 

代替樹種における在来

種の選定 

周辺植樹を在来種で行うことにより，既存の雑木林との調和が図れま

す。 

 

【評 価】 

本事業の実施にあたっては，環境保全措置を実施し，事業計画による景観の改変を低減する計画と

しています。 

このことから，景観への影響を回避又は低減した計画であると評価します。 
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14．人と自然との触れ合い活動の場  

14.1 現況調査結果 

 事業計画地及びその周辺の人と自然との触れ合い活動の場の状況を把握するため，活動の場の分布や

利用状況等を現地踏査や聞き取り調査により行いました。 

 

（１）人と自然との触れ合い活動の場の分布 

現地踏査及び写真撮影により東郷山登山道を中心とした人と自然との触れ合い活動の場の分布を調

査しました。図 14-1 に示すとおり，踏査ルート（恵下谷林道を含む東郷山登山道）は，林間のコース

で見晴らしはそれほどよくありませんが，ルートに沿って触れ合い活動の場が分布しています。 

 

図 14-1 調査位置図及び調査結果 

（２）利用状況及び利用環境  

 東郷山登山道及びその周辺に分布する触れ合い活動の場に関して，利用状況及び利用環境を把握する

ため，利用者に聞き取り調査を行いました。 

利用者の年齢及び住所については，広島市内在住（湯来出張所管内を除く）の人が多く，年齢は 40

～60歳の人が中心という結果でした。また，利用者の利用目的は，秋季利用者は，東郷山への登山 37％，

四本杉の見物 27％，ブナ林の観賞 18％，きのこ採り・山菜採り 12％，健康維持が 6％，春季利用者は，

東郷山への登山 39％，四本杉の見物 22％，きのこ採り・山菜取り 22％，ブナ林の観賞 13％，健康維持

が 4％で，2季とも概ね同様の結果となりました。 

 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行の 1：25,000(地形図)を複製したものです。（承認番号 平 22 中複 第 33号） 
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14.2 予測・評価 

人と自然との触れ合い活動の場の予測手法の概要は，表 14-1に示すとおりです。 

表 14-1 人と自然との触れ合い活動の場の予測手法の概要 

内   容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の実施 
建設機械
の稼動 

分布又は利用環境の
改変の程度 

現地調査結果によ
る定性予測 

事業計画地
周辺 

工事期間中 

存在・供用 
最終処分
場の存在 

分布又は利用環境の
改変の程度 

現地調査結果によ
る定性予測 

事業計画地
周辺 

埋立期間中 

（１）工事の実施及び存在・供用 

 ①建設機械の稼働 

【予測結果】 

予測は，人と自然との触れ合い活動の場の分布と建設機械の稼動に伴う騒音・振動の予測結果から

人と自然との触れ合い活動の場への影響について定性的に予測しました。予測結果は，図 14-2 に示

すとおりです。 

建
設
機
械
に
よ
る
騒
音
の
影
響 

 
【予測結果】 

①建設機械から発生する騒音は，図中の★印の地点で敷地境界における最大となり予測結果は 81dBでした。 

②恵下谷林道を含む東郷山登山道の一部が騒音にさらされることとなりますが，75dB 以上がかかる区間は約 30m

程度に留まります。 

建
設
機
械
に
よ
る
振
動
の
影
響 

 
【予測結果】 

①建設機械から発生する振動は，図中の★印の地点で敷地境界における最大となり予測結果は 70dBでした。 

②恵下谷林道を含む東郷山登山道の一部が振動にさらされることとなりますが，65以上～75dB未満がかかる区間

は約 20m程度に留まります。 

 

81dB 

70dB 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行

の 1：25,000(地形図)を複製したものです。 

（承認番号 平 22 中複 第 33号） 

この地図は，国土地理院長の承認を得て，同院発行

の 1：25,000(地形図)を複製したものです。 

（承認番号 平 22 中複 第 33号） 

図 14-2 触れ合い活動の場への影響の予測結果 
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【環境保全措置】 

◆ 環境保全措置 

予測結果では，人と自然との触れ合い活動の場が，建設機械の稼動に伴う建設作業騒音・振動に

より，一部の区間で悪化することから，この影響を回避又は低減することを目的として，表 14-2

に示す環境保全措置を実施します。 

 

表 14-2 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

工事工程の調整 
建設機械の集中稼働を避けることにより，騒音・振動の発生が抑制さ

れます。 

建設機械の運転管理の

徹底 

建設機械の定期的な点検整備の実施，高負荷・空ぶかし運転等の回避

を徹底することにより，騒音・振動の発生が抑制されます。 

低騒音及び振動型建設

機械の積極的な採用 

騒音・振動の発生の小さい低騒音型建設機械および低振動型建設機械

を積極的に採用することにより，騒音・振動の発生が抑制されます。 

 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の実施にあたっては，環境保全措置を実施し，建設機械の稼動に伴う建設作業騒音・振動を

低減することから，人と自然との触れ合い活動の場への影響を回避又は低減した計画であると評価し

ます。 
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（２）工事の実施及び存在・供用 

 ①最終処分場の存在 

【予測結果】 

予測は，人と自然との触れ合い活動の場の分布や利用環境の改変の程度を定性的に予測しました。 

◆ 触れ合い活動の場への直接的な影響 

触れ合い活動の場である恵下谷林道を含む東郷山登山道及び登山道の沿道に存在する様々な自然

資源と事業計画地との位置関係を示すと図 14-3のとおりとなります。 

東郷山山頂やブナ林，特定植物群落，四本杉，モミの大木などの触れ合い活動の場となる地点は，

事業計画地と距離が離れており，最も事業計画地と近接するモミの大木でも，改変区域からは 60m程

度離れていることから，最終処分場の存在により消滅したり直接的に改変されたりすることはないと

予測されました。 

 

図 14-3 触れ合い活動の場と事業計画地との位置関係 

 

◆ 利用環境の改変の程度 

最終処分場の存在による利用環境の改変としては，東郷山登山道からの眺望景観の変化が考えられ

ます。 

眺望景観の変化により恵下谷林道を含む東郷山登山道利用者への影響が考えられるのは，和田～恵

下谷林道～四本杉～東郷山山頂を利用する場合であり，聞き取り調査結果によると，このルートを利

用する人も調査期間中に存在しました(2人/27人中)。 

最終処分場の存在による景観の変化は，「13.景観」で述べたとおり，和田～恵下谷林道～東郷山山

頂の間で事業計画地を視認することができるのは，事業計画地南西側と恵下谷林道が近接する地点の

みであり，東郷山山頂を含めた登山道からは，事業計画地をはっきりと視認することはできませんで

した。 

この地図は，国土地理院長の承認を 

得て，同院発行の 1：25,000(地形図) 

を複製したものです。 

（承認番号 平 22 中複 第 33号） 
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【環境保全措置】 

予測結果より，事業計画地南西側と恵下谷林道が近接する地点から事業計画地を視認できることか

ら，環境への影響を回避又は低減することを目的として，表 14-3に示す環境保全措置を実施します。 

 

表 14-3 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

工作物(門扉等)の周囲

の色彩との調和 

工作物(門扉等)の色彩を周囲の色彩と調和を図ることにより，工作物によ

る圧迫感を抑制できます。 

法面緑化及び周辺植樹 

法面緑化を行うことにより，法面となる改変部分が目立ちにくくなりま

す。また，周辺植樹を積極的に行うことにより，フェンスの基礎となるコ

ンクリートの部分の視認が困難となり，目立たちにくくなります。 

代替樹種における在来

種の選定 
周辺植樹を在来種で行うことにより，既存の雑木林との調和が図れます。 

 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の実施にあたっては，環境保全措置を実施し，事業計画による景観の改変を低減する計画と

しています。 

このことから，埋立地の存在による人と自然との触れ合い活動の場への影響を回避又は低減した計

画であると評価します。 
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15．廃棄物等  

15.1 現況調査結果 

 建設工事の実施に伴い発生する廃棄物等については，建設廃棄物や残土を事業計画に基づき算定する

ことから，現地調査は実施していません。 
 

15.2 予測・評価 

建設工事の実施に伴い発生する廃棄物等の予測手法の概要は，表 15-1に示すとおりです。 

表 15-1 廃棄物の予測手法の概要 

内容 予測事項 予測方法 予測地域 予測時期 

工事の実施 

造成等の施工

による一時的

な影響 

建設廃棄物，

残土，汚泥，

その他 

事業計画に基づき

発生量を予測し，

処理方法を検討 

事業計画地

周辺 
工事期間中 

 

（１）工事の実施 

①建設廃棄物，残土，汚泥，その他 

事業計画に基づき，建設廃棄物については，伐開・除根により発生する「伐採木」を対象としまし

た。 

また，土工工事の切土・盛土作業に伴い発生する「残土」を対象としました。 

さらに，濁水発生時において濁水処理設備に沈殿する「汚泥」についても対象としました。 

なお，事業計画地内の下流側には，過去に集落が存在し，川沿いには廃屋等が残っていることから，

その他の不適物の除去についても対象としました。 

 

【予測結果】 

◆ 伐採木 

伐採木の発生量は，樹木の伐採が行われる区域の植生データ（植生の種類，直径等）を基に，算出

しました。算出の結果，表 15-2 のとおり，第Ⅰ期工事と第Ⅱ期工事を併せて，約 14,700t と予測さ

れます。 

表 15-2 伐採木の発生量 

廃棄物等の種類 発生場所 発生量（t） 

伐採木 
開発区域 

第Ⅰ期工事 第Ⅱ期工事 
約 14,700（湿重量） 

 

◆ 残土 

現時点での事業計画で想定される残土の発生量は，表 15-3 のとおりです。 

取付道路工事により発生する残土量は，約 100,000m3と予測されます。 

最終処分場の本体工事（第Ⅰ期工事及び第Ⅱ期工事）で発生する残土量は、第Ⅰ期工事 

約 63,000m3，第Ⅱ期工事約 68,000m3（計約 131,000m3）と予測されます。 
 

表 15-3 残土の発生量 

廃棄物等の
種類 

施工場所 
発生量（m3） 

 残土 

残土 

取付道路工事  約 100,000 

最終処分場 

本体工事 

第Ⅰ期 
切土 約 944,000 

約 63,000 
盛土 約 881,000 

第Ⅱ期 
切土 約 304,000 

約 68,000 
盛土 約 236,000 

   注)発生量は，事業計画によります。 
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◆ 汚泥 

濁水処理設備に沈殿する，目の細かな土砂を主成分とする汚泥については，表 15-4 のとおり，最

終処分場の工事期間中に，年間最大約 8,400m3が発生すると予測されます。 
 

表 15-4 汚泥の発生量 

廃棄物等の種類 発生場所 発生量（m3/年） 

汚泥 濁水処理設備 約 8,400 

                注)発生量は，基本設計によります。 
（土砂堆砂量：最大 300 m3/ha/年×開発面積 28ha＝8,400m3/年） 

 

◆ その他 

事業計画地内の下流側には，過去に集落が存在し，川沿いには廃屋・廃小屋等がいくつか残ってい

ることから，工事の実施に伴い，廃瓦，廃木材等が発生します。 

現時点では発生量は不明です。 

 

【環境保全措置】 

予測結果では，工事により多量の建設廃棄物が発生することから，発生量を減らし，さらに適切に

再利用を行うことで廃棄物による影響を回避又は低減することを目的として，表15-5に示す環境保全

措置を実施します。 

 

表 15-5 環境保全措置 

環境保全措置 環境保全措置の効果 

伐採木の再利用 

・再資源化 

可能な限り建築資材等としての再利用や，チップ化等により，再利用・再資源

化を図ることにより，廃棄物の発生が抑制されます。 

残土の他の建設工

事等への有効活用 

取付道路工事で発生する残土については，「建設発生土情報交換システム」

（（財）日本建設情報総合センター）等を活用し，他の建設工事等への有効活

用を図ることにより，廃棄物の発生が抑制されます。 

残土の覆土等とし

ての再利用 

本体工事で発生する残土については，供用後の覆土材として利用することによ

り，廃棄物の発生が抑制されます。 

濁水処理設備沈殿 

汚泥の再利用 

土砂を主成分とする汚泥は，必要に応じて脱水・固化処理等を行った後，埋め

戻し材等として場内再利用を図ることにより，廃棄物の発生が抑制されます。 

 

【評 価】 

◆ 回避又は低減に係る評価 

本事業の実施に当たっては，環境保全措置として，伐採木の再利用・再資源化，残土の他の建設工

事等への有効活用，残土の覆土等としての再利用，濁水処理設備沈殿汚泥の再利用を実施し，廃棄物

の発生を低減する計画としています。 

また，廃棄物のうち，再利用・再資源化できないものについては，関係法令等を遵守して，適正に

処理・処分する計画としています。 

なお，工事の実施時には，関係法令，広島市が定める要綱，指針，基準等に準拠するとともに，最

新の技術動向等を踏まえながら，より適正な再利用の方法等も取り入れていく予定です。 

さらに，工事の進捗に従い，現時点で予測されない廃棄物等の発生がある場合には，関係法令等を

遵守して適正に再利用及び処理する計画とします。 

以上のことから，廃棄物の発生による環境への影響を回避又は低減した計画であると評価します。 
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